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令 和 7 年 1 1 月 2 0 日 

西日本高速道路株式会社 

 

お 知 ら せ 

 

E35西九州自動車道 相浦中里 IC～佐々IC間 の 

夜間通行止めにおける予備日の利用について 
 

NEXCO西日本九州支社（福岡市博多区、支社長：加治 英希）が実施しているE35 西九州自動車道 相浦
あいのうら

中里
なかざと

イ

ンターチェンジ（IC）～佐々
さ ざ

IC間の夜間通行止めについて、荒天などにより作業を中止したため、予備日を利用して

工事を行いますのでお知らせします。 

高速道路をご利用のお客さまおよび沿道にお住まいの皆さまには、ご不便、ご迷惑をおかけしますが、ご理解と

ご協力をお願いします。また、出発の前には最新の交通情報をご確認のうえ、計画的にお出かけいただきますよう

お願いいたします。 

 

1． 予備日を使用する夜間通行止めの区間と日時 

E35西九州自動車道 相浦中里 IC～佐々IC 

（当初予定）令和 7 年 11月 18日（火曜）夜から令和 7年 11月 20日（木曜）朝まで 

             20時から翌朝 6時まで（10時間） 2夜間 

            （予備日：令和 7年 11月 20日（木曜）夜から令和 7年 12月 2日（火曜）朝まで） 

 

     （変更後） 令和 7 年 11月 19日（水曜）夜から令和 7年 11月 21日（金曜）朝まで 

             20時から翌朝 6時まで（10時間） 2夜間 

            （予備日：令和 7年 11月 21日（金曜）夜から令和 7年 12月 2日（火曜）朝まで） 

 

【参考】10月 3日付けニュースリリース 

E35 西九州自動車道 武雄 JCT～佐世保中央 IC、相浦中里 IC～佐々IC 間で維持修繕作業のため夜間通行止め

を実施します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/kyushu/r7/1003a/
https://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/kyushu/r7/1003a/
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 カレンダー 

（当初予定） 

 

（変更後） 

 

 

※11月 18日（火曜）は天候不良のため中止しました。 

※11月 20日（木曜）夜に通行止めを実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 日 3 月 4 火 5 水 6 木 7 金 8 土 9 日 10 月 11 火 12 水 13 木 14 金 15 土

16 日 17 月 18 火 19 水 20 木 21 金 22 土 23 日 24 月 25 火 26 水 27 木 28 金 29 土

30 日 1 月 2 火 3 水 4 木 5 金 6 土 7 日 8 月 9 火 10 水 11 木 12 金 13 土

 11月

 11月

 11月 12月

【凡例】 実施日： （１）武雄JCT～佐世保中央IC 予備日： （１）武雄JCT～佐世保中央IC

（２）相浦中里IC～佐々IC （２）相浦中里IC～佐々IC

2 日 3 月 4 火 5 水 6 木 7 金 8 土 9 日 10 月 11 火 12 水 13 木 14 金 15 土

16 日 17 月 18 火 19 水 20 木 21 金 22 土 23 日 24 月 25 火 26 水 27 木 28 金 29 土

30 日 1 月 2 火 3 水 4 木 5 金 6 土 7 日 8 月 9 火 10 水 11 木 12 金 13 土

 11月

 11月

 11月 12月

【凡例】 実施日： （１）武雄JCT～佐世保中央IC 予備日： （１）武雄JCT～佐世保中央IC 中止日：

（２）相浦中里IC～佐々IC （２）相浦中里IC～佐々IC
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夜間通行止め位置図 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1） E35 西九州自動車道 

武雄 JCT～佐世保中央 IC 夜間通行止め 

11/4(火曜)夜～11/18(火曜)朝 

E35 西九州自動車道 

相浦中里 IC～佐々IC 夜間通行止め 

11/18(火曜)夜～11/21(金曜)朝 

予備日利用区間 

夜間通行止め終了区間 
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2．主な工事内容 

道路を常時良好な状態に保つために、舗装補修、道路維持作業（樹木伐採）、構造物点検（橋梁）、設備（通信

設備、非常用設備、照明設備など）の点検・清掃・補修を行います。また、4車線化工事における車線拡幅のため、

資機材の搬出入などを行います。 

 

  

＜舗装補修＞ 

 

＜樹木伐採作業＞ 

 

  

＜構造物点検（橋梁）＞ ＜設備点検＞ 

 


